
令和3年8月30日

質　　　問 回　　　答

1

本工事における桁等購入費に該当する
製品を御教授ください。

本工事で設置する遊具すべてが該当し
ます。（特記仕様書第４条）

2

遊具撤去工において複合遊具撤去・運
搬・処分工とありますが内訳を御教授
願います。また見積であるならば見積
先を御教授ください。

見積です。
見積先は、タカオ株式会社、大久保体
器株式会社です。
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